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前回のアンケート・意見・質問から 

〇前々回のアンケートの方からの意見あり： 
◇「自分の気持ちを他人に伝えること」ということ： 

その意見に賛成、でも伝えられない人がいたら・・・ 
 
○派遣の団結権・団体交渉権からの排除とは？ 
 
○派遣元と派遣先との中間システムは必要 
◇無料の職業紹介が公的機関として存在していた 

民間でも派遣ではなく、職業紹介でいいのでは 
 
○これからの就業形態はどうなるのか？ 
 



最近の新聞記事から： 
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2016-10-29朝日新聞 



最近の新聞記事から： 
今日の朝刊から 
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2016-11-04朝日新聞 

「これって変」 バイト声上げ 
 
飲食店バイト：大阪府内 
・時給９５０円、ランチ時９００円 
・備品代：月２００円天引き 
・１カ月以内退職 減給３万円 
 
関西学生アルバイトユニオン 
返金：３０００円 



◎今回のテーマ 
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雇われて働くということの一番の目的は、労働の対価
としての賃金を得ることであるともいえます。 

賃金はどのように決まるのか、 
どのように払われるのか、 

その場合の仕事の評価はどのようになされるのか
を考えます。 

また職種等級による賃金査定と 
様々な手当・残業手当、 
さらに最低賃金制度なども取り上げます。 

賃金制度と仕事の評価 
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プロローグ 

・何故、働くのですか 
生きていくためですか 
日々を食いつなぐためですか 
賃金を得るためですか 
それとも自己実現のためですか 

 
・働くことに賃金は重要な位置を占めます 

自分の働きの評価につながります 
どのように評価されて賃金が決まるのか 
おっと、その前に 
その賃金で暮らしていけますか？ 
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生涯賃金 
どれだけ一生で稼ぎますか： 

正社員と非正規・パートの生涯賃金比較 

橘木俊詔『格差社会』より 

正社員 
２億０７９１万円 

非正規 
１億０４２６万円 

パート 
  ４６３７万円 
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賃金カーブ 

太田聰一・橘木俊詔『労働経済学入門』より 

１９７０年→２００２年：上昇 
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賃金カーブ 

『日本国勢図会 ２０１６／１７』より 

２００３年→２０１５年：下落 
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学歴による賃金格差 ２００２年 

太田聰一・橘木俊詔『労働経済学入門』より 

大卒 

高専・短大卒 

高卒 
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雇用形態別の賃金格差  ２０１０年 

坂東眞理子『働くということ』より 

正社員 

正社員以外 
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〇中小賃金格差 

2016-06-28日経新聞 

大企業・中小の 
賃金格差縮小 
それでも 
６１．５％ 
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どんな職業の給与が高いのか、低いのか 

太田聰一・橘木俊詔『労働経済学入門』より 

操縦士 
87.4万円 
医師 
83.0万円 

タクシー 
運転者 
19.1万円 
調理師 
見習 
19.0万円 

高校教員 
39.9万円 
航空機 
客室 
乗務員 
39.8万円 

ビル 
清掃員 
14.3万円 
ミシン 
縫製工 
13.9万円 
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なんと下がっているのだ： 
給与所得の年間平均賃金の推移 

森岡孝二『雇用身分社会』より 
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雇用者報酬の推移：生産活動の付加価値のうち雇用者分 

森岡孝二『雇用身分社会』より 
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主要先進国の平均賃金の推移 

森岡孝二『雇用身分社会』より 
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かつての賃金：高度成長期の賃金の実際 

「ミノルタα経営の現場 資料編」より 

ミノルタの 
初任給の推移 
  １９６８年 
    ↓ 
   １９８８年 年々増加 
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かつての賃金：高度成長期の賃金の実際 

「ミノルタα経営の現場 資料編」より 

ミノルタの 
平均給与の推移 
  １９６８年 
    ↓ 
   １９８８年 年々増加 
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春闘：賃金交渉の歴史 

毎年３月から４月にかけて、 
「春闘」：組合・新聞用語： 
経営側・労働省：春期賃金交渉 

 
太田薫・総評指導者のアイデア 

１９５０年代なかばに始まり、 
１９６０年代に定着・ 
高度成長期：１０％、１２％、１５％ 
                のベースアップ 
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〇春闘の歴史 

2016-01-21朝日新聞 

１９５５年 
春闘スタート 
 
１９７４年 
３２．９％賃上げ 
 
１９８９年 
連合発足 
 
２００２年 
ベア要求見送り 
 
２０１４年 
官製春闘 
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生活給といわれるものは何か 

電算型賃金： 

１９４６年９月：電力会社の組合連合体：日本電気産
業労働組合協議会（電産）が提案した賃金体系提案：
基本賃金に生活保障給：本人給・家族給を入れてい
ることが特徴 

勤続給：年齢が上がれば、勤務が長ければ、自動的
にあがる 
生活費を基礎とする最低賃金制 

日本で初めての『男女同一労働に対する同一賃金
制』を実現した 

拘束８時間労働制確立、生活保障給：生活費を基準
とする最低賃金の確保、能力、勤続年数、勤怠に応
ずる増加賃金の支給 
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電算型賃金体系 

野村正實『終身雇用』より 

生活保障給 
  ｜ 
本人給 
家族給 
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電算型賃金からの、その後の流れ 

・１９５４年以降に定期昇給制度復活 
 
・生活給から定期昇給制度復活で、 

年功賃金体系へ 
 
・定期昇給制度は 

戦後型年功賃金体系の起点 
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賃金カーブ  ： 年功賃金カーブ 

清家篤『雇用再生』より 
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年齢別賃金の日本とイギリスの比較 

西川俊作『労働市場』より 

イギリスでも 
同様に 
年齢別賃金を 
みると 
年功賃金に 
なっている 
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イギリスでも職員は現場労働者に比べて年功的 

西川俊作『労働市場』より 

イギリス 
特に職員は 
年功賃金に 
なっている 
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生活給・年功給から業績給への流れ 

小越洋之助『終身雇用と年功賃金の転換』より 

１９４５年 １９６０年 １９７５年 １９９０年 ２００５年 

生活給 → 年功給→ 職能給→  業績給 
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能力主義への変化： 
これまで重視したもの、今後重視するもの 

坂東眞理子『働くということ』より 

遂行能力 年齢 
学歴 

遂行状況 貢献 
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成果主義賃金制度 その例：日立製作所 

小越洋之助『終身雇用と年功賃金の転換』より 

評価で、 
賃金改訂 
昇給 
昇給ゼロ 
降給 
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人事考課調査票の例 

大橋勇雄他『労働経済学』より 

職
務
習
熟
度 

職
務
遂
行
能
力 

評価 
S A+ A A- B 

評価：S:抜群 A+:上回る A:期待通り 
A-:いま一歩 B:かなり努力必要 

都市銀行Ｓ社の例 

評
定
項
目 
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成果主義の問題点 

１９９５年、日本で初めて富士通が導入、しかし、 
社員の士気低下が表面化し、２００１年に修正 

頑張ったぶんだけ給料があがる： 
しかし、頑張った分をどれだけと見るのか、 
どう評価するのかは別問題  
頑張っても、他の人はもっと頑張ったと。 

今年の目標達成、でも 
次の年はそれが当たり前になり、 
高い目標が課せられる。 
それでは最初から低い目標でいいか。 

個人だけには帰せされない。 
集団作業の場合は？ どのように評価するのか 

個人評価：異端者を排除：会社にたてつくものは排除 
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人事評価の問題 

・情意評価が問題 
評価される労働者より、 
評価する上司が一番問題： 
公正に判断できるのか、 
潜在能力を見れるのか 

・評価：悪いところではなく、 
いいところを見つけ出す： 
その人を雇った雇用責任がある。 
その人にいい仕事をしてもらうように 
する責任が会社にある： 
排除ではなく： 
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今週のビデオ 

ドキュメンタリーＷＡＶＥ 
 
“ブラック企業”と闘う 
 ～アメリカ非正規雇用の労働者たち～  

   
  ２０１５年１０月４日 ＮＨＫ‐ＢＳ１ 
                    約２０分 
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賃金等級表の例 

小越洋之助『終身雇用と年功賃金の転換』より 
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給与明細の実例 

大橋勇雄他『労働経済学』より 
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給与明細項目 

支給：基本給（月給・日給月給・日給・時給） 
    役付手当・家族手当・営業手当・生産手当 
    職務手当・食事手当・資格手当・皆精勤手当 
    時間外手当・休日手当・深夜手当 
    遅速早退控除・欠勤控除・通勤手当 
    課税合計・非課税合計・総支給額 
控除：健康保険・介護保険・厚生年金・厚生年金基金 
    雇用保険・所得税・住民税・各種天引き 
差引支給額 
 
勤怠：出勤日数・出勤時間・欠勤・有給・休暇 
    休日日数・残業時間・休日出勤時間・深夜時間 
    遅刻早退回数・遅刻早退時間 
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最低賃金 

2016-07-27朝日新聞（夕） 
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最低賃金の金額：２０１６年 

厚生労働省ＨＰより 

     都道
府県名

発効年月日    都道
府県名

発効年月日

北海道 786 (764) 平成28年10月1日 滋 　賀 788 (764) 平成28年10月6日
青　 森 716 (695) 平成28年10月20日 京 　都 831 (807) 平成28年10月2日
岩　 手 716 (695) 平成28年10月5日 大　 阪 883 (858) 平成28年10月1日
宮　 城 748 (726) 平成28年10月5日 兵　 庫 819 (794) 平成28年10月1日
秋　 田 716 (695) 平成28年10月6日 奈　 良 762 (740) 平成28年10月6日
山　 形 717 (696) 平成28年10月7日 和歌山 753 (731) 平成28年10月1日
福　 島 726 (705) 平成28年10月1日 鳥　 取 715 (693) 平成28年10月12日
茨　 城 771 (747) 平成28年10月1日 島　 根 718 (696) 平成28年10月1日
栃　 木 775 (751) 平成28年10月1日 岡　 山 757 (735) 平成28年10月1日
群　 馬 759 (737) 平成28年10月6日 広　 島 793 (769) 平成28年10月1日
埼　 玉 845 (820) 平成28年10月1日 山　 口 753 (731) 平成28年10月1日
千　 葉 842 (817) 平成28年10月1日 徳　 島 716 (695) 平成28年10月1日
東　 京 932 (907) 平成28年10月1日 香　 川 742 (719) 平成28年10月1日
神奈川 930 (905) 平成28年10月1日 愛　 媛 717 (696) 平成28年10月1日
新　 潟 753 (731) 平成28年10月1日 高　 知 715 (693) 平成28年10月16日
富　 山 770 (746) 平成28年10月1日 福　 岡 765 (743) 平成28年10月1日
石　 川 757 (735) 平成28年10月1日 佐　 賀 715 (694) 平成28年10月2日
福　 井 754 (732) 平成28年10月1日 長　 崎 715 (694) 平成28年10月6日
山　 梨 759 (737) 平成28年10月1日 熊　 本 715 (694) 平成28年10月1日
長　 野 770 (746) 平成28年10月1日 大　 分 715 (694) 平成28年10月1日
岐　 阜 776 (754) 平成28年10月1日 宮 　崎 714 (693) 平成28年10月1日
静　 岡 807 (783) 平成28年10月5日 鹿児島 715 (694) 平成28年10月1日
愛 　知 845 (820) 平成28年10月1日 沖　 縄 714 (693) 平成28年10月1日
三　 重 795 (771) 平成28年10月1日 全国加重

平均額
823 (798) －

最低賃金時間額
【円】

最低賃金時間額
【円】

北海道 
786円 

宮城 
748円 

愛知 
845円 

東京 
932円 

滋賀 
788円 

大阪 
883円 

沖縄 
714円 
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最賃制に関係する生計費 ：北海道 

中澤秀一「最低生計費調査からみた最賃制度の問題点」『経済』２０１６年１０月号より 
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最賃制に関係する生計費 ：東北地方 

中澤秀一「最低生計費調査からみた最賃制度の問題点」『経済』２０１６年１０月号より 
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最賃制に関係する生計費 ：中部地方 

中澤秀一「最低生計費調査からみた最賃制度の問題点」『経済』２０１６年１０月号より 
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最低賃金と最低生計費の比較 

中澤秀一「最低生計費調査からみた最賃制度の問題点」『経済』２０１６年１０月号より 

 
最低賃金は 

地域別に差を 
つけている 

 
地域の生計費に 

差はない 
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付記：公務員の賃金 

公務員の賃金水準は 
民間の給与水準に基づいて 
決められている 

 
官製ワーキングプアの問題 

非正規雇用の利用 
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賃金制度について、残された問題 

不払い賃金：サービス残業による不払い賃金の金額 

森岡孝二『企業中心社会の時間構造－生活摩擦の経済学』より 

４０００万人 
１年間で 
２３兆円 

一人年間で 
５６万円 
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賃金差別： 
 

同一労働同一賃金 
 
正社員の賃金とパートの賃金 

賃金制度について、残された問題 



最近の新聞記事から： 
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2016-07-07日経新聞 

2016-06-25日経新聞 
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・賃金制度は、結局、労働者がどう納得するか、
させるかの理由付け 

 
・評価をしても、評価者が問題 
 
・能力給の失敗：富士通： 

成果・評価と賃金はうまくかみ合わない  
 
・結局、その賃金で生活できるかどうか 
 
・生活できない賃金：それが一番の問題 
※生活給への見直しが必要と思う 

最後に 
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・竹信三恵子『ルポ賃金差別』筑摩書房 ２０１２年 
 
・森岡孝二『雇用身分社会』岩波新書 ２０１５年 
 
・小越洋之助『終身雇用と年功賃金の転換』 
               ミネルヴァ書房 ２００６年 
 
※電算型賃金については 
・河西宏祐『電算型賃金の思想』平原社、２０１５年 
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アンケートのお願い 

・講義で取り上げてほしい項目・内容があれば、 
アンケート用紙に書いてください 

・質問事項・疑問点・ご要望があれば 
それも書いてください 

※できるだけご要望に応えようと思います 

本日はここまでです 
ありがとうございました 


